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農業委員会定例総会議事録 
 

日 時  令和２年１０月１５日（木）午後１時５０分開会 

場 所  南相馬市労働福祉会館 会議室 
 
 
１．出席委員 
 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 

１ 若 杉 裕 二 出 １１  佐 藤   洋 出 

２ 鎌 田 芳 彦 出 １２ 遠 藤 秀 明 ※ 

３ 菅 野 信 彦 ※ １３ 山 内 弘 巳 ※ 

４ 欠 番  １４ 二 谷 純 市 出 

５ 梅 村 正 敏 出 １５ 半 谷 眞知子 ※ 

６ 西 内 文 夫 出 １６ 早 川 孝 雄 出 

７  発 田 栄 一 出 １７ 佐 藤 良 一 欠 

８ 小谷津 弘 隆 ※ １８ 岡 田 敏 文 出 

９ 塚 野 邦 好 ※ １９ 寺 澤 白 行 出 

１０ 今 野 由 喜 ※  

 
※ 新型コロナウィルスの感染防止（３密回避）のため、出席を求めない 

 
 
２．出席農地利用最適化推進委員 
   出席者 なし 
 
 
３．出席職員 

事務局 
①局 長 上野  勝  ②次長 佐藤  光  ③主査 山本 将之 
④副主査 米本 一樹  ⑤主事 平田 幸子 

  農政課 
   副主査 島 健太朗 
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４．日 程  
 

日程第 １ 議事録署名委員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告 

日程第 ３ 報告第 ３６号 専決処分の報告について 

日程第 ４ 報告第 ３７号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の 

開催報告について 

日程第 ５ 報告第 ３８号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の 

開催報告について 

日程第 ６ 報告第 ３９号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の 

開催報告について 

日程第 ７ 報告第 ４０号 農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通知について 

日程第 ８ 報告第 ４１号 違反転用事案の報告について 

日程第 ９ 議案第１０７号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第１０ 議案第１０８号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

日程第１１ 議案第１０９号 農地法第３条の規定による貸借権設定の許可申請について 

日程第１２ 議案第１１０号 農地法第４条の規定による許可申請について（市許可分） 

日程第１３ 議案第１１１号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願出について 

（市許可分） 

日程第１４ 議案第１１７号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請 

              について（市許可分） 

日程第１５ 議案第１１２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

              （市許可分） 

日程第１６ 議案第１１３号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

              （県許可分） 

日程第１７ 議案第１１４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

              （市許可分） 

日程第１８ 議案第１１５号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

              （県許可分） 

日程第１９ 議案第１１６号 現況確認証明願について 
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５．会議の概要 

 

（開会 午後１時５０分） 

 

議 長    ただいまより、令和２年１０月南相馬市農業委員会定例総会を開会いたします。 

新型コロナウィルスの感染を防ぐため、出席者を減じての開催であります。欠

席通告者は１７番委員であります。出席委員は、南相馬市農業委員会会議規則第

５条による定足数に達しております。 

 

議 長    日程第１、議事録署名委員の指名については、会議規則第２４条第２項の規定

により、議席番号 １４番 二谷純市委員、１６番 早川孝雄委員、１８番 岡

田敏文委員を指名いたします。 

 

議 長    次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

令和２年９月定例会以降、本日までの間、特段の報告を要する案件はございま

せんでした。 

 

議 長    次に、日程第３、報告第３６号、専決処分の報告についてを議題といたします。

専決第１０号について、事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第３６号、専決第１０号についてご説明いたします。議案書の３ページに

なります。農業経営基盤強化促進事業による所有権移転申出に係る調整委員の指

名について、福島県農業振興公社を通しての農地売買による所有権移転の申し出

がございましたので、案件１件につき、調整委員２名の指名を専決いたしました。

以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第４、報告第３７号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の９番委員には

出席を求めていないため、調整委員の７番委員からの報告を求めます。 

 

７番委員   報告第３７号についてご説明いたします。議案書の４ページになります。内容
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といたしましては、去る９月２４日午前１０時より、南相馬市役所北庁舎２階会

議室におきまして、受け手１名、福島県農業振興公社から２名、調整委員２名、

事務局２名により開催を致したところでございます。 

協議内容についてですが、福島県農業振興公社側から、田について１０アール

当たり４５万円、畑について１０アール当たり４０万円の価格が提示され、受け

手側もこの金額で合意し、売買金額につきましては、１，１１９万７，９９６円

となりました。この件は、議案第１０７号議案書１３ページの農用地利用集積計

画の決定についての案件で、後程ご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第５、報告第３８号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の７番委員から

の報告を求めます。 

 

７番委員   報告第３８号についてご説明いたします。議案書の５ページになります。内容

といたしましては、去る９月２４日午前１０時４０分より、南相馬市役所北庁舎

２階会議室におきまして、受け手１名、福島県農業振興公社より２名、調整委員

２名、事務局２名により開催をいたしました。 

協議内容ですが、福島県農業振興公社側から１０アール当たり４５万円で価格

が提示され、受け手側もこの金額で合意し、売買代金は１７０万５，６６８円と

なりました。この件は、議案第１０７号議案書１３ページの農用地利用集積計画

の決定についての案件で、後程の審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第６、報告第３９号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の７番委員から

の報告を求めます。 
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７番委員   報告第３９号についてご説明いたします。議案書の６ページとなります。内容

といたしましては、去る９月２４日、午前１１時２０分より、南相馬市役所北庁

舎２階会議室におきまして、受け手１名、福島県農業振興公社から担当者２名、

調整委員２名、事務局２名により開催をいたしました。 

協議内容についてですが、福島県農業振興公社側から１０アール当たり４５万

円で価格が提示され、受け手側もこの金額で合意し、売買代金は２４７万９８５

円となりました。この件は、議案第１０７号議案書１３ページの農用地利用集積

計画の決定についての案件で、後程の審議をよろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第７、報告第４０号、農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通

知についてを議題といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第４０号についてご説明いたします。別紙資料の１ページから５４ページ

になります。今回２６９件の案件がございますが、合意による解約でありますの

で、県知事の許可を必要としないものとして手続しましたことをご報告いたしま

す。詳細につきましては記載のとおりです。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第８、報告第４１号、違反転用事案の報告についてを議題といたし

ます。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    それでは、報告第４１号についてご説明いたします。議案書の８ページから１

１ページ、整理番号１番から８番について、当事者の氏名、住所、土地の所在、

違反転用の種類、発生年月日等については記載のとおりとなっております。 
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整理番号１番につきましては、宅地南側に面した農地と宅地との間に落差が生

じており不便だったことから、平成３０年頃に、農地を宅地と同じ高さまで盛土

し畑として利用しています。今般、農地転用の許可を得ないまま農地改良したこ

とが判明したものです。 

整理番号２番につきましては、昭和６０年頃までに使用していた進入路は狭く、

隣地との高低差があり、自家用車及び農業機械の通行に支障を来していたことか

ら、進入路を新たに整備し現在も使用しています。今般、土地調査を行ったとこ

ろ農地であることが判明したものです。 

整理番号３番につきましては、昭和５５年に亡き父から相続した土地であり、

植栽及び収穫物の積卸及び作業スペースとして使用して来ました。今般、土地調

査を行ったところ農地であることが判明したものです。 

整理番号４番につきましては、昭和５５年に亡き父から相続した土地であり、

倉庫、物置及び資材置き場として使用して来ました。今般、土地調査を行ったと

ころ、農地であることが判明したものです。 

整理番号５番につきましては、亡き祖父が農地に越境して納屋を建築し、その

後、車庫及び農業用資材置き場兼作業広場等を整備した経過は不明になっており

ます。今般、隣接地に住宅を建設する計画があり、土地調査を行ったところ、農

地であることが判明したものです。 

整理番号６番につきましては、昭和４０年頃に亡き父が牛舎及び鳥小屋を整備

し、現在は納屋及び農業用倉庫として使用しています。今般、住宅の建替えをす

るにあたり土地調査を行ったところ、農地であることが判明したものです。 

整理番号７番につきましては、昭和４０年頃に、亡き父が住宅を建築したとき

から住宅への進入通路として使用しています。また、野馬追用の馬を預かり、管

理と調教を始めそれに伴う施設を設置し現在も使用しています。今般、息子の住

宅を建築する計画に伴い地目を確認したところ、農地であることが判明したもの

です。 

整理番号８番につきましては、昭和５４年頃より農地に隣接する住宅に代々居

住していましたが、平成１８年に測量を行ったところ、住宅敷地として使用して

いた土地が農地に越境していることが判明したものです。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第９、議案第１０７号、農用地利用集積計画の決定についてを議題
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といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案書の１２ページから１４ページになります。市が農用地利用集積計画を策

定するに当たりまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、

農業委員会に対して適否の判断を求められたものでございます。議案につきまし

ては、担当課であります経済部農政課からご説明申し上げます。以上です。 

 

議 長    次に、提案者、農政課担当職員からの説明を求めます。 

 

農政課担当  それでは、議案第１０７号についてご説明いたします。今回、所有権移転の案

件が３件、利用権設定の案件が５件となっております。内容につきましては、議

案書記載のとおりとなっております。なお、所有権移転の対価及び利用権設定に

係る賃借料につきましては、双方合意のうえで決定がなされております。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１０、議案第１０８号、農地法第３条の規定による所有権移転の

許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１０８号についてご説明いたします。議案書の１５ページから１６ペー

ジになります。詳細につきましては記載のとおりです。調査担当委員からは、こ

れらの案件について許可要件を満たしているとの報告がございました。以上です。 

 

議 長    今回の現地調査委員から、申請番号１番と３番について補足説明があれば発言

を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    続いて、申請番号２番、４番、５番の現地調査員には出席を求めていないため、

事務局で補足説明を受けていれば報告を願います。 

 

事務局    出席を求めていない委員からの補足説明はありませんでした。 
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議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１１、議案第１０９号、農地法第３条の規定による貸借権設定の

許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１０９号についてご説明いたします。議案書の１７ページになります。

詳細につきましては記載のとおりです。調査担当委員からは、この案件について

許可要件を満たしているとの報告がございました。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

     （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、議案第１１０号、農地法第４条の規定による許可申請についてを議題と

いたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１０号についてご説明いたします。議案書の１８ページから２１ペー

ジ、申請番号１番から１０番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、

転用目的は記載のとおりです。 

補足を要する案件としまして、申請番号１番については、報告第４１号整理番

号１番の追認を得るための案件であり、農地改良の転用期間は許可日から６カ月

間となっております。 

申請番号２番については、報告第４１号整理番号２番の追認を得るための案件

です。 

申請番号３番については、報告第４１号整理番号３番の追認を得るための案件

です。 
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申請番号４番については、報告第４１号整理番号４番の追認を得るための案件

です。 

申請番号６番については、農地改良としての一時転用であり、転用期間は許可

日から１２カ月間となっております。 

申請番号８番については、報告第４１号整理番号５番の追認を得るための案件

です。 

申請番号９番については、報告第４１号整理番号６番の追認を得るための案件

です。 

申請番号１０番については、報告第４１号整理番号７番の追認を得るための案

件です。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員からの報告をお願いします。申請番号２番に

ついて、１８番委員。 

 

１８番委員  議案第１１０号申請番号２番について、現地調査の報告をいたします。報告第

４１号整理番号２番の関連です。仔細につきましては記載のとおりでありまして、

宅地への進入路のための転用申請です。現地案内図は２ページであります。去る

１０月１２日午前１１時より、代理人行政書士立ち会いのもと現地調査を行いま

した。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また、現地

の状況を調査しました結果、当該地は県道、山林、申請人の所有地に囲まれてお

り、立地基準、一般基準とも満たしているものと判断いたしました。よろしくご

審議のほどお願いします。 

 

議 長    続きまして、申請番号３番と４番について、１６番委員。 

 

１６番委員  議案第１１０号申請番号３番について、現地調査の報告をいたします。報告第

４１号整理番号３番の関連であります。現地案内図は３ページであります。申請

事由は記載のとおりでございます。去る１０月１３日午前９時頃より、申請人及

び代理人行政書士立ち会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基

づき、申請人及び代理人行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査し

ました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。 

続いて、議案第１１０号申請番号４番について、現地調査の報告をいたします。

報告第４１号整理番号４番の関連であります。現地案内図は３ページであります。

所在から申請事由は記載のとおりでございます。去る１０月１３日午前９時頃よ

り、申請人及び代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書

の調査項目に基づき、申請人及び代理人行政書士から聞き取り、また、現地の状

況等を調査しました結果、立地基準及び一般基準ともに満たしていると判断いた
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しました。皆様のご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長    続きまして、申請番号５番について、５番委員。 

 

５番委員   議案第１１０号申請番号５番の現地調査の内容についてご報告いたします。申

請内容につきましては記載のとおりで、宅地の進入路としての転用を求めるもの

であります。１０月９日午後１時頃より、法定代理人であります行政書士立ち会

いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づきまして、調査を代理

人より聞き取りをし、また現地の状況を確認しましたところ、立地基準、一般基

準ともに満たしているものと判断しました。以上報告いたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号９番について、１４番委員。 

 

１４番委員  議案第１１０号申請番号９番について報告いたします。現地案内図は８ページ

です。この申請は、報告第４１号整理番号６番の関連案件です。去る１０月１２

日午前１０時頃より、代理人であります行政書士立ち会いのもと、調査事項に基

づき現地調査を行いました。立地基準、一般基準ともに満たしており、何ら支障

なきものと判断してまいりました。皆様のご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長    続いて、申請番号１番の現地調査委員１０番委員、申請番号６番の現地調査委

員８番委員、申請番号７番と８番の現地調査委員１２番委員、及び、申請番号１

０番の現地調査委員９番委員には、出席を求めていないため、事務局からの報告

を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの報告を事務局より読み上げさせていただきます。 

議案第１１０号申請番号１番について現地調査の結果を報告いたします。なお、

現地案内図は１ページのとおりです。報告第４１号整理番号１番の関連案件です。

去る１０月９日午前９時３０分頃より、行政書士立ち会いのもと現地調査を行い

ました。調査書の調査項目に基づき、行政書士からの聞き取り、また現地の状況

等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに許可基準を満たしていると判

断いたしました。 

続きまして、議案第１１０号申請番号６番について現地調査の報告をいたしま

す。申請内容は、議案書１９ページに記載のとおりで現地案内図は５ページにな

ります。去る１０月１２日午後５時頃より、代理人行政書士立ち会いのもと現地

調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、

また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準及び一般基準ともに満たして
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いると判断いたしました。 

続きまして、議案第１１０号、申請番号７番について現地調査の報告をいたし

ます。現地案内図は６ページです。所在から申請事由まで記載のとおりです。去

る１０月１２日午後１時頃より、申請人立ち会いのもと現地調査を行いました。

調査書の調査項目に基づき、申請人からの聞き取り、また、現地の状況等を調査

しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。 

続きまして、議案第１１０号申請番号８番について、現地調査の結果を報告い

たします。現地案内図は７ページです。この案件は、報告第４１号整理番号５番

関連の案件です。去る１０月１２日午前９時頃より、行政書士立ち会いのもと現

地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、行政書士からの聞き取り、ま

た現地の状況等を確認しました結果、立地基準、一般基準ともに許可基準を満た

していると判断いたしました。 

続きまして、議案第１１０号申請番号１０番について現地調査の報告をいたし

ます。現地案内図は９ページです。所在から申請事由までは記載のとおりです。

この案件は、報告第４１号整理番号７番関連の案件です。去る１０月１２日午後

４時頃より、行政書士立ち会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目

に基づき、行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を確認しました結果、

立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。 

以上、現地調査委員からの報告となります。 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１３、議案第１１１号、農地法第５条の規定による許可処分の取

消願出についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１１号についてご説明いたします。議案書の２２ページ、申請番号１

番につきまして、当事者の住所、氏名、土地の表示、取消願出をする理由につい

ては、記載のとおりです。 

当該地に移住する目的で転用許可を受けましたが、許可後、隣接地の地主より

農業の経営規模拡大のために、当該地を譲って欲しいとの再三の願出があったこ

とから、当該地の取得を断念することとなり、許可処分の取消をするものでござ

います。以上です。 
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議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

議 長    １４番委員。 

 

１４番委員  私も何回か現地を見ました。多分ですが、９９番２で田となっていますが、９

９番１があるということですかね。それと、譲受人がですね、宅地の部分として

必要としてる部分が大体５０センチぐらいの盛土しておりまして、残土が入って

おります。その後の取り扱いをどうすればいいのか、お教え願いたいと思います。

以上です。 

 

議 長    事務局。 

 

事務局    ただいまの質問に対して回答させていただきます。まず、この土地の地番です

が、もともと９９番という筆がございまして、そこから分筆した地番になります。

申請時に行政書士からは、この議案に載っている地番の土地につきましては、農

地の様相であるということで写真も添付して申請していただいておりますので、

事務局では農地であるというように判断しております。 

 

議 長    １４番委員。 

 

１４番委員  もともとの田のように復元しなくちゃいけないんで、大変なお金がかかると思

うんですね。５０センチメートル位盛土になってますから。このような場合、購

入予定者にどういった説明をすれば良いでしょうか。 

 

議 長    暫時休議します。 

 

議 長    再開をいたします。 

 

議 長    この地番の土地を事務局で現地調査し対処することにいたします。 

 

議 長    そのほかございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１４、議案第１１７号、農地法第５条の規定による許可後の事業
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計画変更申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１７号についてご説明をいたします。議案書の３４ページ、申請番号

１番につきまして、当事者の住所、氏名、土地の表示等は、記載のとおりとなっ

ております。この案件につきましては、議案第１１２号申請番号４番の関連案件

となっております。事業計画変更に係る理由ですが、駐車場として使用する目的

で転用許可を受け、現在工事を行っておりますが、周辺地域での駐車場の需要が

多く、更なる駐車場の整備が必要になったため、隣接する農地を駐車場整備に追

加するものとなっております。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員からの報告をお願いします。申請番号１番に

ついて、１１番委員。 

 

１１番委員  議案第１１７号申請番号１番について、現地調査をいたしましたので報告をい

たします。現地案内図は、１２ページです。去る１０月１０日午前１１時より、

代理人行政書士立ち会いのもと、現地調査と聞き取り調査を行いました。調査を

行ったところ、立地基準、一般基準を満たしているというふうに判断いたしまし

た。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１５号、議案第１１２号、農地法第５条の規定による所有権移転

の許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１２号についてご説明をいたします。議案書の２３ページから２５ペ

ージ、申請番号１番から７番につきまして、土地の所在、地番、地目、面積、申

請人、転用目的は、記載のとおりです。 

補足を要する案件として、申請番号２番につきましては、農家住宅としての転

用面積が１，０００平方メートルを超えておりますが、法面の面積を除くと農家

住宅としての転用面積の上限以内であることから妥当と判断しております。 

申請番号３番につきましては、一般住宅としての転用面積が５００平方メート

ルを超えておりますが、法面の面積を除きますと、一般住宅としての転用面積の

上限以内であることから妥当と判断しております。 
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申請番号４番につきましては、議案第１１７号申請番号１番の関連案件となっ

ております。 

申請番号６番につきましては、報告第４１号整理番号８番の追認を得るための

案件となっております。以上です。 

 

議 長    今回の現地調査員から報告をお願いします。申請番号１番について、２番委員。 

 

２番委員   議案第１１２号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内

図は１０ページです。去る１０月９日午後３時より、代理人行政書士立ち会いの

もと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの

聞き取り、また現地の現況を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満た

していると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いします。以上です。 

 

議 長    続きまして、申請番号４番について、１１番委員。 

 

１１番委員  それでは、議案第１１２号申請番号４番について、現地調査の報告をいたしま

す。現地案内図は１２ページです。この案件は、先ほどの議案第１１７号申請番

号１番の関連案件でございます。去る１０月１０日午前１１時より、代理人行政

書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理

人行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、

一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願

いいたします。以上であります。 

 

議 長    続きまして、申請番号５番について、５番委員。 

 

５番委員   議案第１１２号申請番号５番の現地調査の結果を報告いたします。現地案内図

につきましては１３ページでございます。去る１０月９日午前１０時頃より、代

理人である行政書士立ち会いのもと、現地の調査を行いました。調査書の調査項

目に基づき、代理人からの聞き取り、そして現地状況の調査を行いました結果、

立地基準、一般基準に照らしてすべて満たしているものと判断をいたしておりま

す。以上報告いたします。 

 

議 長    続いて、申請番号２番の現地調査委員８番委員、申請番号３番の現地調査委員

９番委員、申請番号６番の現地調査委員１５番委員、申請番号７番の現地調査員

１３番委員には出席を求めていないため、事務局から報告を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの報告を事務局より読み上げいたします。 
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議案第１１２号申請番号２番につきまして現地調査の報告をいたします。 

申請内容は議案書２３ページに記載のとおりで、現地案内図は５ページです。

去る１０月１２日午後５時１５分頃より、代理人行政書士立ち会いのもと調査を

行いました。調査書の調査事項に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また、

現地の状況等を調査しました結果、立地基準及び一般基準ともに満たしていると

判断いたしました。 

続きまして、議案第１１２号申請番号３番について、現地調査の報告をいたし

ます。現地案内図は１１ページです。申請内容は議案書のとおりです。去る１０

月１１日午前９時３０分頃より、現地で代理人行政書士から説明を受け、また、

調査書の調査項目に基づき、聞き取り調査をしました結果、立地基準、一般基準

ともに満たしていると判断をいたしました。 

続きまして、議案第１１２号申請番号６番について、現地調査の報告をいたし

ます。現地案内図は１４ページです。報告第４１号整理番号８番の追認を得るた

めの案件です。去る１０月９日午前１０時頃より、代理人である行政書士立ち会

いのもと調査項目に基づき、聞き取り、現地調査を行いました。調査の結果、立

地基準、一般基準ともに満たしており何ら問題ないと判断してまいりました。 

続きまして、議案第１１２号申請番号７番について、調査の報告をいたします。

現地案内図は１５ページです。申請内容、申請理由は記載のとおりとなっており

ます。去る１０月１１日午前９時頃より、地縁団体である行政区の区長立ち会い

のもと、現地調査を行いました。本案件は、小高東部地区の基盤整備事業により

共同墓地に隣接する当該農地を非農用地として取得し、駐車場用地とする計画が

県から認可されたことから、駐車場として整備するための転用許可申請でありま

す。調査書の調査項目に基づき、行政区長からの聞き取り、また現地の状況等を

調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしているとともに、土地改良

区の意見書、及び、事業計画において定められている用途である旨の事業主体の

証明書が添付されていることから、問題ないと判断いたしました。 

以上、現地調査委員からの報告となります。 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１６、議案第１１３号、農地法第５条の規定による所有権移転の

許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 
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事務局    議案第１１３号についてご説明をいたします。議案書の２６ページ、申請番号

１番につきまして、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。補足はございません。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。申請番号１番について、

１１番委員。 

 

１１番委員  議案第１１３号申請番号１番について、現地調査の報告を致します。現地案内

図は１６ページです。去る１０月１０日午前９時より、代理人行政書士立ち会い

のもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から

聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満

たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いします。以上で

あります。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１７、議案第１１４号、農地法第５条の規定による貸借権設定の

許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１４号についてご説明いたします。議案書の２７ページから２９ペー

ジ、申請番号１番から１０番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、

転用目的は記載のとおりです。 

補足を要する案件として、申請番号１番については、資材置き場、仮設トイレ

設置としての一時転用であり、転用期間は、許可日から１２カ月間となっており

ます。 

申請番号４番については、資材置き場、仮設事務所等としての一時転用であり、

転用期間は許可日から８カ月間となっております。 

申請番号６番から１０番については、第３種農地のうち、用途地域に入ってい

る農地に太陽光発電設備を設置するための転用申請です。以上です。 

 

議 長    続いて、今回の現地調査委員からの報告をお願いします。申請番号１番につい

て、５番委員。 
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５番委員   議案第１１４号申請番号１番につきまして、現地調査の報告をいたします。申

請の内容につきましては記載のとおり及び、ただいまの事務局からの補足説明の

とおりでありまして、去る１０月９日午前１１時から、現地におきまして申請人

立ち会いのもと、調査書の調査項目に基づきましてその内容を聞き取りし、また、

現地の状況を調査いたしました結果、立地基準、一般基準ともに満たしているも

のと確認いたしました。以上報告いたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番と５番について、１１番委員。 

 

１１番委員  申請番号２番について、現地調査の報告をいたします。現地案内図は１８ペー

ジです。去る１０月１１日午後１時半より、代理人行政書士立ち会いのもと現地

調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から聞き取り、

また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしてい

ると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

次に、申請番号５番について、現地調査の報告をいたします。現地案内図は２

０ページです。去る１０月１１日午後３時より、代理人行政書士立ち会いのもと

現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から聞き取

り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たし

ていると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。以上であ

ります。 

 

議 長    続きまして、申請番号４番について、２番委員。 

 

２番委員   議案第１１４号申請番号４番について、現地調査の報告をいたします。現地案

内図は１９ページです。去る１０月１０日午後１時３０分より、代理人行政書士

立ち会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政

書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般

基準とも満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいた

します。以上です。 

 

議 長    続いて、申請番号３番の現地調査委員９番委員、申請番号７番から１０番の現

地調査委員１０番委員には出席を求めていないため、及び、申請番号６番の現地

調査委員１７番委員は欠席のため、事務局からの報告を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの報告を事務局より読み上げさせていただきます。 

議案第１１４号申請番号３番について、現地調査の報告をいたします。現地案
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内図は９ページの②です。申請内容は記載のとおりです。去る１０月１２日午後

４時頃より、現地にて設定人及び代理人行政書士から説明を受け、調査書の調査

項目に基づき、聞き取り調査をしました結果、立地基準、一般基準ともに満たし

ていると判断をいたしました。 

続きまして、議案第１１４号申請番号６番の現地調査を行いましたので報告い

たします。現地案内図は２１ページの①になります。去る１０月１２日午後３時

４５分より、代理人行政書士立ち会いのもと調査を行いました。所在、面積、申

請事由については記載のとおりであります。代理人行政書士と現場を踏査し聞き

取り調査をいたしました。周囲には人家もあることから、隣接地権者や周辺の世

帯からの同意を得ているかを確認したところ、全戸及び隣接地権者を訪問して事

業内容を説明し、同意を得ているとの回答でした。また、設置後の日照等の被害

問題等が生じないよう設置設計をするよう指導を行いました。土地改良区からは

差し支えないとの意見書も添付されております。その他、自己資金で行う旨とあ

り、金融機関の事業計画に十分な資金の残高証明書も添付されております。以上

のことから、立地基準、一般基準とも満たしていると判断いたしました。 

続きまして、議案第１１４号申請番号７番から１０番について、申請地が近接

していること、また、転用の目的、代理人行政書士が同一であることから、現地

調査の結果を一括して報告いたします。現地案内図は２１ページの②から⑤のと

おりです。去る１０月９日午後２時頃より、代理人行政書士立ち会いのもと現地

調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、

また，現地の状況等を調査しました結果、いずれの案件も立地基準、一般基準と

もに満たしていると判断いたしました。 

以上、現地調査委員からの報告となります。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

議 長    １４番委員。 

 

１４番委員  太陽光発電のための転用が多いんですが、何かあるんでしょうか。 

 

議 長    事務局。 

 

事務局    今回の転用申請でいうと、２０１９年と２０１８年度にＦＩＴ申請を行って、

通ったものが、工事が始められるような段階になったので申請が上がって来てい

る状況だと思います。また、今年の春から夏にかけて、南相馬市内かなり重点的

に太陽光発電の営業に歩いたようです。そうしたこともあって、今後も、こうし

た太陽光発電施設での転用が続くとは予想しております。以上です。 
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議 長    ほかにございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１８、議案第１１５号、農地法第５条の規定による貸借権設定の

許可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１５号についてご説明いたします。議案書の３０ページから３２ペー

ジ、申請番号１番から６番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、

転用目的は記載のとおりです。 

申請番号１番から３番及び５番については、第２種農地に太陽光発電設備を設

置するための転用申請です。 

申請番号４番及び６番については、用途地域に入っていない第３種農地に太陽

光発電設備を設置するための転用申請です。以上です。 

 

議 長    今回の現地調査委員から報告をお願いします。申請番号１番について、２番委

員。 

 

２番委員   議案第１１５号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内

図は２２ページです。去る１０月１０日午後２時より、代理人行政書士立ち会い

のもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から

の聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準とも

に満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いします。以

上です。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について、１６番委員。 

 

１６番委員  議案第１１５号申請番号２番について、現地調査の報告をいたします。現地案

内図は２３ページであります、所在から申請事由は記載のとおりでございます。

去る１０月１２日午前９時頃より、申請人及び代理人行政書士立ち会いのもと、

現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、申請人及び代理人行政書士

からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準

ともに満たしていると判断いたしました。皆様方のご審議をよろしくお願いいた

します。以上であります。 
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議 長    続きまして申請番号３番について、１８番委員。 

 

１８番委員  議案第１１５号申請番号３番について、現地調査の報告をいたします。仔細に

つきましては記載のとおりであります。太陽光発電設備設置のための転用申請で

す。去る１０月１２日９時３０分より、被設定人立ち会いのもと、現地調査を行

いました。調査書の調査項目に基づき、被設定人からの聞き取り、また、現地の

状況等を調査しました。当該地は、平坦地であり現状地への設置であり、周囲に

は３カ所に太陽光発電設備が設置されております。よって、立地基準、一般基準

とも満たしているものと判断いたしました。 

また、再生可能エネルギーの推進を図るため、休耕地並びに不耕作地を有効的

に活用して売電を行い、農業経営の一部にしたいとのことで、今後、研究を積み

重ねて行くとのことでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議 長    続いて、申請番号４番の現地調査員１３番委員には出席を求めていないため、

申請番号５番と６番の現地調査委員１７番委員は欠席のため、事務局から報告を

願います。 

 

事務局    現地調査委員からの報告を事務局より読み上げさせていただきます。 

議案第１１５号申請番号４番について、調査の報告をいたします。現地案内図

は２５ページです。申請内容、申請事由は記載のとおりです。去る１０月９日午

後３時頃より、代理人行政書士立ち会いのもと調査を行いました。調査書の調査

項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しま

した結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。 

議案第１１５号申請番号５番の調査報告をいたします。現地案内図は２６ペー

ジになります。去る１０月１２日午後４時１０分より、代理人行政書士立ち会い

のもと調査を行いました。所在、面積、申請事由については記載のとおりであり

ます。代理人行政書士と現場を踏査し、聞き取り調査を行いました。当該農地の

現況は不作地であり、南側に面しているものの、周囲は山林に囲まれた段々とし

た農地であります。また、土地改良区からは差し支えないとの意見書も添付され

ております。その他、自己資金で行う旨とあり、金融機関より事業計画に十分な

資金の残高証明書も添付されております。以上のことから、立地基準、一般基準

とも満たしていると判断いたしました。 

議案第１１５号申請番号６番の調査を行いましたので報告いたします。現地案

内図は２１ページの⑥になります。去る１０月１２日午後４時３０分より、代理

人行政書士立ち会いのもと調査を行いました。所在、面積、申請事由については

記載のとおりであります。当該農地はＪＲ小高駅の東側にあります。既に周囲に
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は太陽光発電パネルが数カ所設置されております。また、土地改良区からは、差

し支えないとの意見書も添付されております。その他、自己資金で行う旨とあり、

金融機関より事業計画に十分な資金の残高証明書も添付されております。以上の

ことから、立地基準、一般基準とも満たしていると判断いたしました。 

以上、現地調査による報告となります。 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１９、議案第１１６号、現況確認証明願についてを議題といたし

ます。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１６号についてご説明いたします。議案書の３３ページになります。

申請番号１番及び２番について、土地の所在、地番、面積、判定地目は記載のと

おりです。不耕作により非農地化したことに対する証明願いですが、申請のあっ

た２件３筆について、農地と判定いたしました。なお、担当農業委員に現地調査

を依頼しておりますのでご報告をお願いいたします。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、申請番号１番及び２番について、６番

委員より報告をお願いします。 

 

６番委員   議案第１１６号現況確認証明願について、現地調査の報告をいたします。去る

１０月５日午後２時頃より、申請番号２番の申請人及び、農地利用最適化推進委

員２名、私と事務局２名の立ち会いのもと、現地調査を行いました。現地案内図

は２７ページになります。利用状況は記載のとおりですが、２件３筆は隣接し、

状況、状態が同じでしたので一括して報告をいたします。 

進入路については、林道で多少上り坂でありますが、舗装されて道幅も狭くも

なく、農業機械が搬入でき、問題なく畑まで搬入できると判断いたしました。雑

草が生い茂っていましたが、見渡す限り立木等は１本も見当たらず、草を刈れば

問題なく農地として継続利用できる状況でしたので、申請番号１番と２番は農地

と判断いたしました。皆様のご審議をお願いいたします。 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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（なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    以上で本日予定いたしました報告６件、議案１１件、合わせて１７件の審議を

すべて終了いたしました。 

これを持ちまして、本日の１０月定例総会を閉会といたします。各委員の皆様

大変お疲れ様でした。 

 

（終了） 

 

（閉会 午後３時１５分） 

 

 

 

 

 

 

南相馬市農業委員会会議規則第２４条第１項及び第２項の規定により署名する。 

 

令和２年１０月１５日 

 

議事録署名人（１４番・フタツヤ ジュンイチ）    

㊞ 

 

議事録署名人（１６番・ハヤカワ タカオ） 

㊞ 

 

議事録署名人（１８番・オカダ トシフミ） 

 ㊞ 


